
事業者のみなさまへ
登録方法のご案内

【登録方法】
①岐阜県感染警戒QRシステムの
ホームページにアクセスして
ください。

②登録フォームから、画面の内容に従って、
必要事項を記入し、送信します。

③県が登録情報を確認後、登録いただいた
メールアドレス宛に掲示物(QRコード)を送付します。

④掲示物を印刷し、店舗･施設･イベント会場に掲示して
ください。来訪者の方への登録のご案内もお願いします。

｢QRコード｣は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

◇登録いただいた情報は、感染拡大防止目的のみに使用します。
◇登録は、店舗･施設･イベントごとにお願いします。
◇掲示物の編集、加工はしないでください。
◇来訪者に登録いただいたメールアドレスは、
①県が厳重にセキュリティ管理します。
②感染拡大防止目的のみに利用します。
③登録から60日後に廃棄します。

◇氏名、電話番号、行動履歴(GPS位置情報)などの個人情報は一切、
取得しません。

岐阜県総務部デジタル戦略推進課 c11178@pref.gifu.lg.jp

｢@govt.pref.gifu.jp｣からのメールが受信できる設定と
なっているか、事前にご確認ください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27551.html


